
外国人英語等教育補助員（会計年度任用職員）募集要項
	項　　目
	内　　　容

	職　　名
	外国人英語等教育補助員（ＡＬＴ）

	任用根拠
	地方公務員法第22条の２第１項第１号

	任用期間
	採用日から授業の終了日まで（令和８年５月１日から令和９年３月25日まで）

※　任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好である場合は、４回を上限として公募によらず再度任用される可能性があります。

	勤務職場
	東京都立青鳥特別支援学校

	職務内容
	補助員は、英語等担当の教員（以下「教員」という。）の必要に応じた指示の下に、生徒指導の補助を行う。具体的な補助内容は次に掲げるとおりである。
(1)教育委員会が所属を命じた都立学校の行う英語等の授業の補助に関すること。また、 授業時間の前後（１単位時間の残余の時間）に、授業に関する準備やまとめを行うこと。
(2)長期休業期間中等に実施される講習の補助を行うこと。また、講習の前後（１単位時間の残余の時間）に、講習に関する準備やまとめを行うこと。
(3)その他に行う職務
　　ア　定期考査等で実施するパフォーマンステスト等の作成や評価の補助に関すること。
　　イ　各学期の始め等に授業計画に関する打合せを行うこと。
２　業務の遂行上必要な知識及び技能の習得を目的とした教育委員会の指定する研修を受講するものとする。

	応募資格・
求められる能力
	　次の１及び２の両方を満たす者
１　次の(1)から(7)までの全て備え、かつ、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者
 (1) 英語を母語とする者又は同等の能力を有すること。
 (2) 原則、外国籍を有すること。
 (3) 在留期間の終期が令和９年３月31日以降であるか、又は、確実に在留期間を更新し、令和９年３月末まで在留する見込みであること。
 (4) 大学以上の教育機関を卒業していること。
 (5)　出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。）第２条の２、別表第１の２及び第２により、「教育」、「定住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しているか、又は、これ以外の在留資格であっても、入管法第19条第２項により資格外活動の許可を受け、外国人英語等教育補助員としての活動を行うことを認められた者であること。
 (6) 外国語としての英語等の教育に関心があり、教育に携わる意欲を持つとともに、学校における教育に携わるのにふさわしい者であること。 
２　次の(1)から(5)に示す欠格事由の全てに該当しない者
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
(3) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(5) 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者

	勤務時間
	令和９年３月25日までの総勤務時間110時間
原則として１日７時間、１週間29時間以内
※　勤務日等の詳細については、配置校の校長の定めるところによる。

	休暇等
	（有給）
年次有給休暇、公民権行使等休暇、慶弔休暇、夏季休暇(※)、母子保健健診休暇、
妊婦通勤時間、出産支援休暇、育児参加休暇、妊娠出産休暇
（無給）
　育児時間、子どもの看護休暇(※)、生理休暇、妊娠症状対応休暇、短期の介護休暇(※)、介護休暇(※)、介護時間(※)、育児休業(※)、部分休業(※)
※　一定の要件を満たす場合

	報酬額
	時間額　5,820円
通勤手当相当額を別途支給（上限2,600円/日）
※　一定の要件を満たす場合、期末手当を支給

	社会保険
	適用しない

	災害補償等
	有

	応募方法等
	１　応募方法
　　申込書及び面接日程調整表に必要事項を記入のうえ、電子メールに添付の方法により提出してください。
〔申込書〕
　第１号様式「東京都公立学校会計年度任用職員申込書」
〔面接日程調整表〕
　　「令和８年度　外国人英語等教育補助員（会計年度任用職員）面接日程調整表」

２　提出先
　　Hiroyuki_2_Yamazaki@member.metro.tokyo.jp
　　
３　申込期限
令和８年３月６日（金）

４　選考結果
合否については、３月10日（火）までに通知します。

	特記事項
	[bookmark: _Hlk219997061]本業務へ従事するに当たっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、任用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
このため、予め、選考過程において、書面や面接等により、特定性犯罪の前科の有無を確認します。

	問い合わせ
	都立青鳥特別支援学校
電　話　０３－３４２４－２５２５　
副校長　山﨑



